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十
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よ
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史
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指
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名
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指
定
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解
除
…
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四

○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
四
百
二
十
二
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国

の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成

六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生
活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
と
し
て
、
次
の
医
療
機
関
を
指

定
し
た
。

　
　

令
和
七
年
十
一
月
十
一
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

医
療
機
関
の
名
称

開
設
者
の
氏
名

所　
　

在　
　

地

指
定
年
月
日

ワ
タ
ナ
ベ
薬
局
福

沢
通
店

株
式
会
社
ワ
タ
ナ

ベ

中
津
市
古
魚
町
一
六
六
一
―
一

令　

七
・　

八
・　

四

社
会
医
療
法
人
関

愛
会
野
津
第
一
内

科
医
院

社
会
医
療
法
人
関

愛
会

臼
杵
市
野
津
町
大
字
野
津
市
五
一
〇

番
地

令　

七
・　

九
・　

一

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

三
恵
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

ひ
な
た
歯
科
医
院

山
田　

裕
也

別
府
市
石
垣
西
三
丁
目
六
―
二
四
―

九
七
七
番
地
ビ
ュ
ー
ア
フ
リ
カ
Ⅱ
Ｃ

令　

七
・　

九
・　

一

く
ら
う
ん
薬
局

有
限
会
社
く
ら
う

ん
薬
局

別
府
市
中
央
町
六
番
二
二
号

令　

七
・　

九
・　

一

な
つ
め
薬
局

有
限
会
社
直
方
メ

デ
ィ
カ
ル
サ
ー
ビ

ス

津
久
見
市
徳
浦
本
町
七
番
三
五
号

令　

七
・　

九
・
一
六

髙
野
医
院

医
療
法
人
に
し
む

ら
皮
ふ
科
医
院

中
津
市
大
字
島
田
八
〇
七
番
地
の
一

令　

七
・　

九
・　

一

井
上
内
科

井
上　

寛

日
田
市
田
島
本
町
九
―
一

令　

七
・　

九
・　

一

み
う
ら
薬
局

株
式
会
社
み
う
ら

薬
局

別
府
市
山
の
手
町
二
〇
組
一

令　

七
・　

九
・　

一

Ｂ
―
ス
ポ
ー
ツ
薬

局

株
式
会
社
み
う
ら

薬
局

別
府
市
山
の
手
町
一
七
組
一

令　

七
・　

九
・　

一

ワ
タ
ナ
ベ
薬
局
豊

田
町
店

株
式
会
社
ワ
タ
ナ

ベ

中
津
市
豊
田
町
三
―
二
〇

令　

七
・　

九
・　

一

大
信
薬
局
日
田
駅

前
店

株
式
会
社
デ
ィ

ー
・
シ
ー
・
ト
レ

ー
デ
ィ
ン
グ

日
田
市
元
町
一
九
―
二
四
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｘ

ビ
ル
二
Ｆ

令　

七
・　

九
・　

一

ヨ
シ
ム
ラ
薬
局
中

部
店

有
限
会
社
別
府
よ

し
む
ら

別
府
市
石
垣
西
三
丁
目
三
―
四
五

令　

七
・
一
〇
・　

一

ゆ
う
調
剤
薬
局
佐

伯
店

株
式
会
社
ソ
メ
ヤ

佐
伯
市
長
島
町
二
丁
目
二
一
番
一
〇

号

令　

七
・
一
〇
・　

一

さ
く
ら
薬
局

有
限
会
社
Ｙ
Ｈ
Ｙ

豊
後
大
野
市
大
野
町
田
中
二
六
六
―

二

令　

七
・
一
〇
・　

一

（
告
示
）



令
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年
十
一
月
十
一
日

大
分
県
報

二

ま
ご
こ
ろ
調
剤
薬

局
は
さ
ま
店

株
式
会
社
ま
ご
こ

ろ
調
剤
薬
局

由
布
市
挾
間
町
北
方
二
一
―
一

令　

七
・
一
〇
・　

一

あ
ゆ
み
調
剤
薬
局

株
式
会
社
エ
ス
ケ

イ
エ
ス

速
見
郡
日
出
町
三
八
三
九
番
地
の
六

令　

七
・
一
〇
・　

一

え
が
お
訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

合
同
会
社
え
が
お

別
府
市
東
荘
園
二
丁
目
一
二
番
五
号

令　

七
・　

九
・　

九

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
ハ
ン
ズ

株
式
会
社
河
童
屋

由
布
市
挾
間
町
挾
間
六
一
二
番
地
一

令　

七
・
一
一
・　

一

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
四
百
二
十
三
号

　

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請
が
あ
っ
た
。

　

な
お
、
次
の
と
お
り
当
該
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果

に
基
づ
く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
七
年
十
一
月
十
一
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

申
請
の
概
要

　

１　

申
請
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名

　
　
　

別
府
市
大
字
東
山
百
二
十
三
番
地
の
一

　
　
　
　

株
式
会
社
城
島
高
原
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
ズ

　
　
　
　
　

代
表
取
締
役　

黒　

木　

達　

夫

　

２　

特
定
事
業
場
の
所
在
地
及
び
名
称

　
　
　

別
府
市
大
字
東
山
百
二
十
三
番
地
の
一

　
　
　
　

株
式
会
社
城
島
高
原
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
ズ

　

３　

設
置
さ
れ
る
特
定
施
設
の
種
類

　
　
　

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
別
表
第
一
第
六
十
六
号
の
三　

　
　

ハ　

入
浴
施
設

種

類

入
浴
施
設

能

力

一
七
○
Ｌ
／
基　

二
基

（
告
示
）

工

事

着

手

予

定

年

月

日

令
八
・
一
・
一
五

工

事

完

成

予

定

年

月

日

令
八
・
三
・
一

使

用

開

始

予

定

年

月

日

令
八
・
三
・
一
五

使

用

時

間

間

隔

連
続

一

日

当

た

り

の

使

用

時

間

二
時
間

使

用

の

季

節

的

変

動

な
し

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量

（
二
基
分
の
水
量
を
記
載
）

単

位

通
常
の
値

最
大
の
値

㎥
／
日

　
　
　

三
・
四
○

　

一
三
・
六

汚
水

等
の

汚
染

状
態

の
値

項

目

単

位

通
常
の
値

最
大
の
値

水
素
イ
オ
ン
濃
度

五
・
八
～
八
・
六

五
・
八
～
八
・
六

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量
㎎
／
Ｌ

二
○　

三
○　

化
学
的
酸
素
要
求
量
㎎
／
Ｌ

二
○　

三
○　

浮

遊

物

質

量
㎎
／
Ｌ

五
○　

六
○　

窒

素

含

有

量
㎎
／
Ｌ

二
○　

五
○　

り

ん

含

有

量
㎎
／
Ｌ

五

一
○　

大

腸

菌

数

CFU
／
mL

八
○
○
以
下

八
○
○　

　

４　

汚
水
等
の
処
理
の
方
法

種

類

Ａ
Ｒ
Ｃ
―
２
５
０
Ｈ
Ｄ
Ｗ

処

理

方

式

接
触
ば
っ
気
方
式

能

力

二
五
○
㎥

構

造

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト

主

要

寸

法

二
一
・
六
ｍ
×
八
・
○
五
ｍ
×
五
・
七
五
ｍ

設

置

年

月

日

既
設
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三

使

用

時

間

間

隔

連
続

一

日

当

た

り

の

使

用

時

間

二
四
時
間

使

用

の

季

節

的

変

動

な
し

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量

単

位

通
常
の
値

最
大
の
値

㎥
／
日

一
六
○

二
五
○

汚
水

等
の

汚
染

状
態

の
値

項

目

単

位

通
常
の
値

最
大
の
値

処
理
前

処
理
後

処
理
前

処
理
後

水
素
イ
オ
ン
濃
度

五
・
八
～

八
・
六

五
・
八
～

八
・
六

五
・
八
～

八
・
六

五
・
八
～

八
・
六

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量
㎎
／
Ｌ
二
○
○　
　

二
○　

二
四
○　
　

三
○　

化
学
的
酸
素
要
求
量
㎎
／
Ｌ
二
○
○　
　

二
○　

二
四
○　
　

三
○　

浮

遊

物

質

量
㎎
／
Ｌ
二
五
○　
　

五
○　

三
○
○　
　

六
○　

窒

素

含

有

量
㎎
／
Ｌ

四
○　

二
○　

五
○　

三
○　

り

ん

含

有

量
㎎
／
Ｌ

六

五

一
○　

七

大

腸

菌

数

CFU
／
mL
八
○
○
以
上
八
○
○
以
下
八
○
○
以
上
八
○
○
以
下

　

５　

排
出
水
の
量
及
び
汚
染
状
態
の
値

排

水

口

名

排
水
口
№
２

一
日
当
た
り
の
排
出
水
量

単

位

通
常
の
値

最
大
の
値

㎥
／
日

一
六　

　

二
○

項

目

単

位

通
常
の
値

最
大
の
値

水
素
イ
オ
ン
濃
度

五
・
八
～
八
・
六

五
・
八
～
八
・
六

汚
水

等
の

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量
㎎
／
Ｌ

　

二
○
以
下

　

二
○

化
学
的
酸
素
要
求
量
㎎
／
Ｌ

二
○　

　

三
○

（
告
示
）

汚
染

状
態

の
値

浮

遊

物

質

量
㎎
／
Ｌ

二
○　

　

三
○

窒

素

含

有

量
㎎
／
Ｌ

二
○　

　

三
○

り

ん

含

有

量
㎎
／
Ｌ

五

　
　

七

大

腸

菌

数

CFU
／
mL

八
○
○
以
下

八
○
○

排

水

口

名

排
水
口
№
３

一
日
当
た
り
の
排
出
水
量

単

位

通
常
の
値

最
大
の
値

㎥
／
日

一
一
五
六

一
四
三
○

汚
水

等
の

汚
染

状
態

の
値

項

目

単

位

通
常
の
値

最
大
の
値

水
素
イ
オ
ン
濃
度

五
・
八
～
八
・
六

五
・
八
～
八
・
六

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量
㎎
／
Ｌ

一
○　

　

一
二
・
三

化
学
的
酸
素
要
求
量
㎎
／
Ｌ

　

一
二
・
三

　

一
六
・
九

浮

遊

物

質

量
㎎
／
Ｌ

　

一
七
・
七

　

二
四
・
六

窒

素

含

有

量
㎎
／
Ｌ

　

一
二
・
三

　

一
八
・
五

り

ん

含

有

量
㎎
／
Ｌ

　
　

二
・
七

　
　

四
・
七

大

腸

菌

数

CFU
／
mL

八
○
○
以
下

八
○
○　
　

二　

事
前
評
価
に
関
す
る
書
面
の
縦
覧
期
間
及
び
縦
覧
場
所

　

１　

縦
覧
期
間

　
　
　

令
和
七
年
十
一
月
十
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
二
日
ま
で

　

２　

縦
覧
場
所

　
　
　

大
分
県
生
活
環
境
部
環
境
保
全
課
及
び
別
府
市
役
所

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
四
百
二
十
四
号

　

安
岐
町
加
入
区
に
つ
い
て
、
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の

二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ

た
も
の
と
認
め
る
。
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四

　
　

令
和
七
年
十
一
月
十
一
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
四
百
二
十
五
号

　

守
江
加
入
区
に
つ
い
て
、
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の
二

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た

も
の
と
認
め
る
。

　
　

令
和
七
年
十
一
月
十
一
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
四
百
二
十
六
号

　

大
神
加
入
区
に
つ
い
て
、
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の
二

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た

も
の
と
認
め
る
。

　
　

令
和
七
年
十
一
月
十
一
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

○
教
育
委
員
会
告
示

大
分
県
教
育
委
員
会
告
示
第
七
号

　

大
分
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
三
十
年
大
分
県
条
例
第
十
二
号
）
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

県
指
定
史
跡
及
び
県
指
定
名
勝
の
指
定
が
解
除
さ
れ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
七
年
十
一
月
十
一
日

大　

分　

県　

教　

育　

委　

員　

会　

区
分

名
称

指
定
年
月
日

所
在
地

所
有
者

解
除
年
月
日

備　

考

史
跡

臼
杵
城
跡

昭
四
一
・
三

・
二
二

臼
杵
市
大
字

臼
杵
字
丹
生

島
九
一
番
一

ほ
か
（
九
一

番
三
か
ら
九

一
番
七
ま
で

は
除
く
。
）

臼
杵
市
及

び
臼
杵
護

國
神
社

令
七
・
三
・

一
〇

国
指
定

史
跡
指
定

で
次
の
図
に

示
す
範
囲

名
勝

納
池
公
園

昭
一
八
・
七

・
一
六

竹
田
市
久
住

町
大
字
久
住

字
宮
脇
九
三

四
番

財
務
省

令
七
・
三
・

一
〇

国
指
定

名
勝
指
定

　

（
「
次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
大
分
県
教
育
庁
文
化
課
及
び
臼
杵
市
教
育
委
員
会
文
化
・

文
化
財
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
告
示
・
教
育
委
告
示
）


